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ソフトバンク・ペイメント・サービス株式会社 

ソフトバンクカード会員規約新旧対照表 2016年 7 月 1日改定 

 

 下線は変更部分 

ソフトバンクカード会員規約  

現行 改定案 改定

事由 

 

第 1条～第 40条  （記載省略） 

＜問い合わせ＞   （記載省略） 

 

＜苦情等対応＞   （記載省略） 

 

〔苦情対応〕 

一般社団法人日本資金決済業協会 「お客様相談

室」 03-3219-0628 

(専用の Webサイト http://www.s-kessai.jp) 

〔紛争解決〕  （記載省略） 

以上 

 

 

（ 

 

第 1条～第 40条  （現行どおり） 

＜問い合わせ＞   （現行どおり） 

 

＜苦情等対応＞   （現行とおり） 

 

〔苦情対応〕 

一般社団法人日本資金決済業協会 「お客様相談

室」 03-3556-6261 

(専用の Webサイト http://www.s-kessai.jp) 

〔紛争解決〕  （現行どおり） 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本資

金決済

業協会

の事務

所移転

に伴う 

連絡先

変更の

ため 

 

 

 

 

 

以上 


